
令和６年７月 文化戦略研究会（第２回）

文部科学省高等教育局国立大学法人支援課 田井

文化庁参事官（文化拠点担当）付 三木

※ 資料中、見解に及ぶ部分には私見を含む。



（１）⽂化の振興に関する施策の全体像
【総論】
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○⽇本国憲法
第⼆⼗⼀条 集会、結社及び⾔論、出版その他⼀切の表現の⾃由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第⼆⼗五条 すべて国⺠は、健康で⽂化的な最低限度の⽣活を営む権利を有する。
② 国は、すべての⽣活部⾯について、社会福祉、社会保障及び公衆衛⽣の向上及び

増進に努めなければならない。
○⽂化芸術基本法、障害者⽂化芸術推進法
→⽂化に関する政策の理念や⽬的を定める「基本法」として制定されたもの。

○⽂字・活字⽂化振興法、⾳楽⽂化振興法、古典の⽇に関する法律 …etc
→固有の分野の⽂化の振興を図るためにそれぞれ制定されているもの。

○博物館法、美術品損害補償法、美術品公開促進法、劇場・⾳楽堂等活性化法 …etc
→⽂化施設を活⽤した⽂化の振興のために制定されているもの。このほか、各独法設置法も。

○ユネスコ活動に関する法律、国際⽂化交流の祭典の実施の推進に関する法律
→⽂化を通じた国際交流の積極化を図るために制定されているもの。

○⽂化財保護法、⽂化観光推進法、景観法、歴史まちづくり法 …etc
→⽂化財（⾮常に広義）の保存と活⽤を中核として、地域⽂化形成にも資するもの。

○アイヌ施策推進法、沖縄振興特別措置法 …etc
→我が国の地域などに根差した⽂化の振興を図るために制定されているもの。

関連法令（主要なもののごく一部）

関連法令

主な関連法令
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⽂化庁予算の概要（令和６年度）

⽂化芸術のグローバル展開等による 16億円（ 16億円）【 1億円】
創造的循環の創出
舞台芸術等総合⽀援事業 94億円（ 94億円）【 5億円】
障害者等による⽂化芸術活動推進事業 4億円（ 4億円）

グローバル展開やデジタル化などによる 219億円（215億円）
⽂化芸術活動の充実 【 76億円】

国⽴⽂化施設の機能強化等 323億円（324億円）【 20億円】
• 運営費交付⾦ 322億円（320億円）
• 施設整備費 １億円（ 4億円）【 20億円】

⽂化拠点機能強化・⽂化観光推進プラン 18億円（ 19億円）
博物館機能強化の推進 4億円（ 4億円）
国語施策の充実 2億円（ 1億円）
DX時代の著作権施策の推進 3億円（ 2億円）
宗務⾏政の推進 3億円（ 0.3億円）

継承の危機に瀕する⽂化財保護の 445億円（447億円）
緊急強化 【201億円】

⽂化財修理・整備・活⽤、防災対策等 256億円（257億円）【196億円】
• 国宝・重要⽂化財建造物保存修理強化対策事業 113億円（113億円）【 56億円】
• 歴史活き活き︕史跡等総合活⽤整備事業 51億円（ 53億円）【 36億円】
• 重要⽂化財等防災施設整備事業 23億円（ 20億円）【104億円】
• ⽂化財保存技術の伝承等 5億円（ 5億円）

多様な⽂化遺産の公開活⽤の促進等 188億円（191億円）【 5億円】
• 無形⽂化財の伝承・公開 7億円（ 7億円）
• 史跡等の買上げ 100億円（100億円）
• 地域伝統⾏事・⺠俗芸能等継承振興事業 4億円（ 4億円）【 5億円】
• ⽇本遺産活性化推進事業 7億円（ 7億円）
• 国⽴アイヌ⺠族博物館の運営等 16億円（ 16億円）

⽐ 較 増
△ 減 率

⽐ 較 増
△ 減 額

令 和 6 年 度
予 算 額前年度予算額

0.1％1億円1、062億円1、061億円⽂ 化 庁 予 算
※デジタル庁⼀括計上分含む。
※国際観光旅客税財源充当事業:81億円(40億円)(別途計上)
※令和5年度第１次補正予算として302億円を計上。

（参考１) 上記のほか、東⽇本⼤震災復興特別会計において、被災ミュージアム再興事業2億円を計上。

⽂化振興を⽀える拠点等の 359億円（355億円）
整備・充実 【 20億円】

( )内は令和5年度予算額
【 】内は令和5年度補正予算額

現代的課題に対応した劇場・⾳楽堂等の 27億円（ 新 規 ）【 10億円】
総合的な機能強化の推進
⽇本映画の創造・振興プラン 12億円（11億円）
メディア芸術の創造・発信プラン 9億円（ 7億円）

地域⽂化共創基盤の構築 11億円（11億円）

⽂化芸術による創造性豊かな⼦供の育成 85億円（84億円） 【11億円】
• 学校における⽂化芸術鑑賞・体験推進事業(※) 55億円（ 55億円）
• 劇場・⾳楽堂等における⼦供舞台芸術鑑賞体験⽀援事業(※) 10億 円 （ 新 規 ） 【 1 0 億 円 】
• ⽂化部動改⾰〜部活動の地域連携や地域⽂化クラブ 5億円（ 4億円） 【 1億円】
活動移⾏に向けた環境の⼀体的な整備〜
伝統⽂化親⼦教室事業 15億円（ 15億円）

※ 他事業への計上分含む

【 10億円】

（参考２) （組織）⽂部科学省において、「外国⼈に対する⽇本語教育の推進」１６億円を計上。【１億円︓⽂化庁計上】 3
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⽂化庁予算の推移
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⽂化関連予算の国際⽐較①
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予算



⽂化関連予算の国際⽐較②
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⽂化関連予算の国際⽐較③
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予算



地⽅における⽂化関連予算の概要①
（地⽅⽂化関係経費の区分）
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予算

出典：令和5年度地方における文化行政及び令和4年度文化関係経費の状況について（文化庁）
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予算

出典：令和5年度地方における文化行政及び令和4年度文化関係経費の状況について（文化庁）

✓地⽅⽂化⾏政にかかる経費には、地財 措置もされて
いるが、⽂化庁ではその算定根拠など詳細までは把握
しきれていない。

✓可能な範囲で詳細が確認できれば有効か。
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税制

⽂化庁関係の税制優遇措置の概要
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税制

⽂化庁関係の税制優遇措置の概要②



○⽂化芸術推進基本計画
○クールジャパン戦略
○デジタル⽥園都市国家構想総合戦略 …ほか

行政計画

関連法令

主な⾏政計画・関連機関／会議

○⽂化審議会
－⽂化政策部会
－⽂化経済部会
－世界⽂化遺産部会
－無形⽂化遺産部会
－⽂化施設部会
－美術品補償制度部会
－⽂化財分科会（１〜４までの調査会）
－国語分科会（国語問題⼩委員会）
－著作権分科会（法制度や使⽤料などの⼩委員会）

○各種有識者会議
－芸術家等個⼈の尊厳ある創造環境向上のための⽂化芸術団体の機能等に関する検討会議
－⽂化芸術教育の充実・改善に向けた検討会議
ー建築⽂化に関する検討会議 …ほか

関連機関／会議
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⻑ 官 次 ⻑

審議官

政策課

参事官
（⽣活⽂化創造担当）

⽂化財
鑑査官

⽂化資源活⽤課

⽂化財第⼀課

⽂化財第⼆課

宗務課 ※

参事官
（⽣活⽂化連携担当）

⾷⽂化推進本部

⽂化観光推進本部

次 ⻑

審議官

企画調整課

参事官
（芸術⽂化担当）

⽂化経済・国際課

国語課

著作権課

参事官
（⽂化拠点担当）

【京都】

【東京】

※業務に⼀定の区切りがつくまでの間、東京において勤務する予定

⻑官戦略室

⽂化庁全体の総合調整、職員の⼈事、機構・定員、
会計、広報、情報発信、⽂化政策調査研究等
不動産である⽂化資源の活⽤、⽂化財の保存及び活⽤
に関する総合政策等
建造物以外の有形⽂化財・無形⽂化財・⺠俗⽂化財・
⽂化財の保存技術の保存等
建造物である有形⽂化財・記念物・⽂化的景観・伝統
的建造物群保存地区・埋蔵⽂化財の保存等
宗教法⼈の規則、宗教団体との連絡、宗教に係る専⾨
的、技術的な指導助⾔等
無形・動産である⽂化資源の活⽤、⽣活⽂化振興、⽂
化創造⽀援、⽂化による地⽅創⽣・共⽣社会推進等

※

⽂化に関する基本政策の企画⽴案、劇場等の⽂化施設、
アイヌ⽂化振興、所管独⽴⾏政法⼈等
経済振興の⾒地からの⽂化振興、税制、国際⽂化交流、
国際協⼒等
国語の改善・普及、外国⼈に対する⽇本語教育、アイ
ヌ語の知識の普及・啓発等

著作者の権利・出版権及び著作隣接権の保護及び利⽤
等
実演芸術、映画、メディア芸術などの芸術⽂化振興、
学校における芸術教育の基準設定、⼈材育成等

我が国の⾷⽂化をはじめとする⽣活⽂化に係る情報発
信、顕彰、インバウンド施策の推進等
観光の振興に資する⾒地からの⽂化振興、⽂化観光拠
点⽀援、⽇本遺産等
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組織

⽂化庁組織図



（２）⽂化の振興に関する施策の内容
【各論】
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※議論に資するため、３点を紹介
（それ以外の施策の主な内容は、参考資料に掲載）



⽂化財の保存と継承
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⽂化財の種類・体系

※⽂化財保護法による制度
（⾃治体においても条例に基づき⽂化財の
指定等がなされている） 16



⽂化財の指定等の⼿続き
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⽂化財に対する規制・援助等
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⽂化財保護制度の変遷
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⽂化財保護の広がり

保護対象の
裾野の拡⼤

⽂化財の概念の
広がり

重要⽂化財
重要無形⽂化財
重要無形・有形⺠俗⽂化財
史跡・名勝・天然記念物

登録⽂化財

重要伝統的
建造物群保
存地区

重要⽂化的
景観

有形⽂化財 無形⽂化財
⺠俗⽂化財 記念物

伝統的建造物群⽂化的景観

※発表者作成

⽂化財保護の概念の広がり①

指定・選定

登録

未指定
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点から⾯へ

世界遺産

⽇本遺産

活⽤⾯の重視

有形⽂化財 無形⽂化財
⺠俗⽂化財 記念物

⽂化的景観
伝統的建造物群

※発表者作成

（世界遺産条約）

（運⽤）

（⽂化財保護法）

⽂化財保護の概念の広がり②
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139市町村が認定
（令和5年12⽉現在）

地域における⽂化財の総合的な保護（⽂化財保存活⽤地域計画）
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保存と活⽤のバランス
例︓建造物の活⽤、美術品の公開、オーバーツーリズム

社会経済との共存
例︓遺跡保全問題

オーセンティシティ（真正性の問題）
例︓城の復元、祭りの存続

担い⼿不⾜
例︓⽂化財を保存するための技術・道具

※発表者作成

⽂化資源の保存・活⽤に関する課題

持続可能な保護
例︓未指定や個⼈所有の⽂化財の維持経費
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⽂化財の担い⼿不⾜の関連
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未指定の⽂化財も含めた⽀援
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芸術⽂化の振興

28

cf. 「⽂化芸術」と「芸術⽂化」
・⽂学，⾳楽，美術，写真，演劇，舞踊その他の芸術
・映画，漫画，アニメーション及びコンピュータその他の電⼦機器等を

利⽤した芸術（以下「メディア芸術」という。）
・雅楽，能楽，⽂楽，歌舞伎，組踊その他の我が国古来の

伝統的な芸能（以下「伝統芸能」という。）
・講談，落語，浪曲，漫談，漫才，歌唱その他の芸能（伝統芸能を除く。）
・⽣活⽂化（茶道，華道，書道，⾷⽂化その他の⽣活に係る⽂化をいう。）の

振興を図るとともに，国⺠娯楽（囲碁，将棋その他の国⺠的娯楽をいう。）
並びに出版物及びレコード等の普及



舞台芸術等総合⽀援事業
令和６年度予算額 9,419百万円
（前年度予算額 9,419百万円）

現状・課題

事業内容

アウトプット（活動⽬標）

⽂化芸術創造団体等が⾏う優れた公演等創造活動へ
の⽀援
公演事業⽀援(⼀般)
公演事業⽀援(ステップアップ)

将来的に⽇本の芸術⽂化を牽引することが期待され、
優れた芸術作品を⽣み出すことが期待される新進の芸
術団体の公演・創造活動への⽀援

●海外における公演活動への⽀援等
14公演程度

●国際共同制作への⽀援 6公演程度
●国内で開催される国際的フェスティバルへの⽀援

4公演程度

 近年のコロナ禍の影響により、⽂化芸術団体等は、公演
等のイベントの中⽌・延期・規模縮⼩等を余儀なくされた。

 そのような中、オーケストラ、演劇、バレエ、能楽など各分野
の統括団体の機能の重要性が再認識された。

 ⽂化芸術団体等が⾸都圏に集中し、地⽅部での⽂化芸
術の担い⼿の不⾜や鑑賞者等の減少につながっている。

⼈材育成 創造活動の推進 発信・海外展開・⼈材交流

ア ウ ト プ ッ ト （ 活 動 ⽬ 標 ） 短期・中期アウトカム（成果⽬標） ⻑期アウトカム （ 成 果 ⽬ 標 ）

 従来の公演等ごとの⽀援から、ポストコロナの舞台芸術の全国的
な復興に向けて芸術団体等への⽀援スキームを改善。

 統括団体への総合的な⽀援の枠組み導⼊による⽂化芸術団体
の発展を促進。

 ⽂化芸術を通じた国家ブランド形成・経済活性化、⽂化的環境
の地域格差を解消しあらゆる⼈に⽂化芸術に触れる機会を提供。

学校巡回公演

国が⼀流の⽂化芸術団体を選定し、⼭間、へき地、
離島など、鑑賞機会に恵まれない地域を含む、⼩学
校・中学校・特別⽀援学校等において質の⾼い舞台
芸術公演を実施

1,876公演程度
（うち、へき地等巡回公演560公演程度）

芸術家等⼈材育成

●統括団体等による、若⼿芸術家・スタッフ等を
対象とした公演・ワークショップ・研修会等の実施

●芸術⼤学等における実演家、プロデューサー、
アートマネジメント⼈材の⾼度な能⼒育成・⼈的
交流を促進

創造団体向け⽀援

我が国を代表する芸術団体が⾏う優れた公演等
創造活動への複数年⽀援

70団体程度（最⼤3年間）

我が国を代表する芸術団体等⽀援

舞台芸術分野の統括団体が企画する、我が国の舞
台芸術を牽引する⼤規模かつ質の⾼い公演等の実
施や国内外への配信、全国ネットワークの構築

5団体 4地域程度

全国キャラバン全国キャラバン

国際芸術交流⽀援

学校等における巡回公演数
R６年︓1,876公演

国内における舞台芸術公演の⽀援数
R６年︓220件

●１年間に、ホール・劇場、映画館、美術館・博物館などで⽂化芸術を
直接鑑賞したことがない⼦供の割合30％

●住んでいる地域での⽂化的環境に満⾜する⼈の割合33%以上
●事業で補助を⾏った海外で実施した公演の平均⼊場率
（各公演ごとの⼊場者数÷客席数の平均値）85%以上
●⽀援団体事業費全体に占める国費助成率20％減

⽂化芸術に触れることで、あらゆる⼈の⼼を豊かにし、
また、⽂化芸術投資が⽣み出す経済効果により国を
豊かにし、さらには、我が国の国際プレゼンスを向上さ
せる。

コロナによる国民の芸
術鑑賞機会の減少

担当︓参事官（芸術⽂化担当）付

令和5年度補正予算額 500百万円

⼈材育成・収益化に向けた舞台芸術デジタルアーカイブ
化推進⽀援 【新規】
舞台芸術作品の収集・保存、舞台映像の配信可能化や
上映等による啓発・収益化に向けた取組等への⽀援

舞台芸術デジタルアーカイブ化への⽀援

29
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⽇本映画の創造・振興プラン

背景・課題

事業内容

• 事業期間︓平成23年度〜
• 補助⾦での⽀援（上限︓⽇本映画2,140万円、国際共同製

作1億円。バリアフリー字幕、⾳声ガイド、多⾔語字幕制作につ
いて、各々上限1百万円の実費。）

• ⽀援対象︓劇映画21件、記録映画9件、アニメーション9件、
国際共同製作（５件→６件）

• 事業期間︓平成16年度〜
（内短編映画製作 平成18年度〜)

• ⽀援対象︓若⼿映画作家 15⼈程度 等

基 盤 等 整 備 創 造 ・ 製 作 活 動 発 信 ・ 海 外 展 開 ・ ⼈ 材 交
流

【⽂化芸術基本法】（メディア芸術の振興）
○第九条 国は，映画，漫画，アニメーション及びコンピュータその他の電⼦機器等を
利⽤した芸術（以下「メディア芸術」という。）の振興を図るため，メディア芸術の制作，
上映，展⽰等への⽀援，
メディア芸術の制作等に係る物品の保存への⽀援，メディア芸術に係る知識及び技能
の継承への⽀援，芸術祭等の開催その他の必要な施策を講ずるものとする。

【知的財産推進計画2023】
○ロケ撮影環境の改善等を通じた映像製作⽀援
・ 広く国⺠に親しまれるとともに、海外でも⾼く評価され、我が国への理解や関⼼を⾼

める役割を果たすメディア芸術の意義に鑑み、我が国の優れたメディア芸術分野の⼈材
育成及び、関連資料の収集・保存、展⽰・活⽤を推進するとともに、振興の中核ともな
るメディア芸術ナショナルセンターの整備に向けた制度設計等の検討を⾏う。

・【⼈材育成】⽇本映画の魅⼒を維持・向上していく上での基盤整備として重要。中⻑期的視野に⽴った
⼈材育成への投資は、個社レベルでは限界。
・【製作⽀援】⽇本映画の持続的な発展の観点からは、多様性ある映像作品が継続的に⽣み出される必
要。興⾏的な成功を優先すると切り捨てられがちなストーリーや表現の育成といった観点も重要な視点。
・【国際発信】中⻑期的視点に⽴てば、我が国⼈⼝の減少に伴い、市場そのものが縮⼩していくことが懸念。
魅⼒的な作品作りを維持・強化していくためには海外市場を含めたマーケットの拡⼤を図る必要。

アウトプット（活動⽬標）

優秀映画鑑賞推進事業
広く国⺠に優れた映画鑑賞の機会を提供するため、⽇本各地の⽂化施設
等と連携・協⼒して、所蔵映画フィルムの巡回上映を全国の会場で実施

⽇本映画の振興のための各種事業を継続・向上させ、以下
⽬標達成に繋げる。
• 製作実地研修における研修者数
• 映画製作への⽀援件数
• ３⼤映画祭など海外映画祭への出品⽀援数

• 事業期間︓平成23年度〜
• ⽀援対象︓6件

アーカイブ中核拠点形成モデル事業
ポスターやパンフレット等の⾮フィルム資料のアーカイブ化推進において中核となり得る所
蔵館・機関等を拠点化し、当該拠点を中⼼としたアーカイブ整備を効率的かつ効果的
に促進

【新しい資本主義のグランドデザイン及び実⾏計画2023改訂版】
○７．クリエイターへの⽀援
アニメ・ゲーム・エンターテイメント・漫画・映画・⾳楽・放送番組等の分野は、
⽇本の誇るべきコアの１つである。⽇本は、世界のコンテンツ市場の成⻑をに
らんで、広い意味でのクリエイターへの⽀援を進めていく。
優れた才能を持つ若⼿クリエイターを対象に、制作費の⽀援や、コンテンツ業
界のトップランナーがメンターとなる制度の創設等を通じ、デジタル技術を活⽤
する次世代のクリエイターの育成・創出を進める。これらを含むクリエイター⽀援、
海外展開等、新しい資本主義実現会議の下で、官⺠連携で⼀体的な施
策の検討を⾏う。

ロケーションデータベースの運営
全国各地のフィルムコミッションの「ロケ地情報」等をインターネット上に集約・⼀括検
索を可能とすることで、国内の映画撮影・創造活動を促進

令和６年度予算額 1,180百万円
（前年度予算額 1,147百万円）

• 研修後の映画製作関連業務への従事率
• 製作⽀援した作品の国内外の映画祭等における受賞数
• ３⼤映画祭などの海外映画祭へ出品⽀援した作品の受賞

数

●⽇本映画の振興のため、次代に繋がる、多様で、優れた、世界に誇る新たな⽇本映画の創出サイク
ルを確⽴させることが必要。

ア ウ ト プ ッ ト （ 活 動 ⽬ 標 ） 短 期 ア ウ ト カ ム （ 成 果 ⽬ 標 ）
• 製作実地研修に参加した若⼿映画作家等が継続的に商

業⻑編映画監督としてデビューする。
• 我が国の映画⽂化の⼀層の振興・発展に資する。
• ⽇本映画の海外における評価の維持・向上と⽇本ブランド

の確⽴へ寄与。

若⼿映画作家等の育成

若⼿映画作家等に対し、ワークショップや映画製作を通じた技術・知
識の習得機会等の提供、プロデューサーと連携した企画・脚本開発の
サポートを実施するほか、映画制作の現場において、各過程を担う専
⾨性の⾼い若⼿映画スタッフを育成。〔委託事業〕

⽇本映画製作⽀援 【拡充】

優れた⽇本映画や国際共同製作映画の製作活動に対して⽀援
することで、多様な作品の上映に寄与。
また令和５年の⽇・ASEAN友好協⼒50周年を踏まえ、映画によ
るASEAN諸国との更なる国際⽂化交流を推進。 〔補助事業〕

⽇本映画の海外発信

海外映画祭への出品⽀援や海外映画祭における出展のほか、海外映
画祭への若⼿監督の派遣など⽇本映画の効果的な魅⼒発信につなが
る取組を実施。令和６年度は、海外映画祭における出展規模を拡充
し、⽇本映画の更なる国際的なプレゼンス向上に向けた取組を推進。
加えて、令和５年６⽉の⽇韓⽂化⼤⾂会談において両国間の更なる
⽂化交流を促進することで⼀致したことを踏まえ、芸術系⼤学等を対
象として映像分野におけるグローバルネットワークを構築。〔委託事業〕

• 事業期間:平成15年度〜
• ⽀援対象︓出品等⽀援42件、海外映画祭出展5件、

監督派遣3件 等

国⽴映画アーカイブとの有機的な連携を図るため、以下の
事業を（独）国⽴美術館運営費交付⾦において実施す
る

国際映画祭⽀援

我が国で開催される、海外発信⼒のある国際的な映画祭
への⽀援を実施することで、⽇本映画の国際競争⼒の向
上・⽇本⽂化の発信に寄与。〔補助事業〕

国 ⽴ 映 画 ア ー カ イ ブ と の 有 機 的 な 連 携

担当︓参事官（芸術⽂化担当）付

⻑ 期 ア ウ ト カ ム （ 成 果 ⽬ 標 ）
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メディア芸術の創造・発信プラン

背景・課題

所蔵館等におけるアーカイブの取
組を⽀援し、散逸・劣化の危険
性が⾼い作品等の保存・活⽤を
促進。〔補助事業〕

事業内容
⼈材育成 基盤等整備 保存活⽤

⽂化芸術の振興はもとより、コンテンツ産業、観光、国
際⽂化交流にも資するため、メディア芸術分野におけ
る創作サイクルを創出し、さらなる振興・発展を図ること
が必要である。

（独）国⽴美術館において、メディア芸術分野にお
ける情報拠点整備に資するためのメディア芸術データ
ベースの整備に取り組む。

令和６年度予算額 904百万円
（前年度予算額 732百万円）

【⽂化芸術基本法】
（メディア芸術の振興）第九条 国は、映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電⼦機器等を利
⽤した芸術（以下「メディア芸術」という。）の振興を図るため、メディア芸術の制作、上映、展⽰等への⽀援、
メディア芸術の政策等に係る物品の保存への⽀援、メディア芸術に係る知識及び技能の継承への⽀援、芸術
祭等の開催その他の必要な施策を講ずるものとする。
【知的財産推進計画2023】
○コンテンツ産業の競争⼒強化に向け、⺠間側のビジネスモデルやガバナンス、⼈材管理等の変⾰⽅針を踏

まえつつ、クリエイター等の発掘・育成、活躍の機会拡⼤等に向けた取組を⽀援する。制作に携わるスタッフ
の能⼒向上や海外向けコンテンツ制作の資⾦調達や管理等を含むプロデュース・マネジメント⼈材の育成、
コンテンツ産業の DX 化を進める⼈材の育成など新たな技術動向等を踏まえた⼈材育成⽀援を⾏う。

○広く国⺠に親しまれるとともに、海外でも⾼く評価され、我が国への理解や関⼼を⾼める役割を果たすメディ
ア芸術の意義に鑑み、我が国の優れたメディア芸術分野の⼈材育成及び、関連資料の収集・保存、展⽰・
活⽤を推進するとともに、振興の中核ともなるメディア芸術ナショナルセンターの整備に向けた制度設計等の
検討を⾏う。

我が国のメディア芸術作品、作家の国際的評価
の更なる向上を⽬指し、メディア芸術の国際発信
を⾏う。

散逸や劣化の危険性が⾼まっているマンガやアニメ等
の原画やセル画等の中間⽣成物の収集・保存・活⽤
に係るモデル事業等を実施。中間⽣成物の収集、整
理、デジタルアーカイブ化に関わる作業及び、メディア芸
術作品等の収蔵に向けた調査等を⾏い、持続的な
事業実施に向けた課題等を明らかにする。 〔委託事
業〕

Ｒ５年度から
（独）国⽴美術館
「国⽴アートリサーチセ
ンター 」
が事業を実施。

メディア芸術⼈材育成事業

事業実施期間︓平成22年度〜

メディア芸術連携基盤等整備推進事業

事業実施期間︓令和2年度〜

産学館(官)が連携し、メディア芸術
作品・資料の収集・保存・活⽤に向
け、分野を横断したネットワークを構
築しノウハウの共有等を推進。喫緊
の課題に対応するための調査研究
（散逸・劣化の危険性が⾼い中間
制作物(アニメの絵コンテやセル画な
ど)の保存）を実施。〔委託事業〕

• 件数・単価︓15件×5百万円
〔定額補助〕（予定）

《参考》

（独） 国 ⽴ 美 術 館 と の 連 携 強 化
メディア芸術の国際発信等
事業実施期間︓令和5年度〜

情報流通基盤の整備（メディア芸術データベースの整備）
事業実施期間︓令和5年度〜

マンガ、アニメーション、ゲーム等のメディア芸術は、広く国
⺠に親しまれているだけでなく、新たな芸術の創造など我
が国の芸術活動全体の活性化を促すとともに、海外から
も⾼く評価され、我が国への理解や関⼼を⾼めている。

担当︓参事官（芸術⽂化担当）付

アウトプット（活動⽬標） 短期アウトカム（成果⽬標） ⻑期アウトカム（成果⽬標）
• 若⼿クリエイター育成⽀援の件数（R6年度 50件）
• プログラムに参加したアニメーション制作会社の件数（R6年度 4

件）
・メディア芸術作品・資料の収集・保存・利活⽤のために活動する
団体の件数（R6年度 16件）

• クリエイターによる創作活動の活発化（事業への応募件数）
• 優れた⼈材のアニメーション産業への定着(追跡調査における

業界在職者の割合）
• アーカイブの取組による成果物の利⽤の拡⼤

• 国⺠における創作活動の活発化
• アニメーション産業市場の規模拡⼤への寄

与
• マンガ市場の規模拡⼤への寄与

マンガ・アニメ等中間⽣成物の保存活⽤事業【新規】
事業実施期間︓令和6年度〜

【経済財政運営と改⾰の基本⽅針2023（⾻太⽅針2023)】
○⽂化芸術と経済の好循環による活動基盤強化と持続的発展を加速し、⼼豊かで多様性と活⼒のあ

る⽂化芸術⽴国を実現する 。（中略）新国⽴劇場など国際拠点となる国⽴⽂化施設や博物館・
美術館等のグローバル展開を含む機能強化、アート市場の活性化、メディア芸術ナショナルセンター構
想の推進や、トップ芸術家や伝統芸能の担い⼿の育成等を含め、⽂化芸術の成⻑産業化を図る。世
界のコンテンツ産業の成⻑を睨み、広い意味でのクリエイターの⽀援を進めていく。国⽴公⽂書館の機
能強化等を進める。

【新しい資本主義のグランドデザイン及び実⾏計画２０２３改訂版】
〇アニメ・ゲーム・エンターテイメント・漫画・映画・⾳楽・放送番組等の分野は、⽇本の誇るべきコアの１

つである。⽇本は、世界のコンテンツ市場の成⻑をにらんで、広い意味でのクリエイターへの⽀援を進めて
いく。優れた才能を持つ若⼿クリエイターを対象に、制作費の⽀援や、コンテンツ業界のトップランナーが
メンターとなる制度の創設等を通じ、デジタル技術を活⽤する次世代のクリエイターの育成・創出を進め
る。これらを含むクリエイター⽀援、海外展開等、新しい資本主義実現会議の下で、官⺠連携で⼀体
的な施策の検討を⾏う。この際、併せてコンテンツ産業の構造改⾰に向けて具体的アクションを明らかに
する。

メディア芸術クリエイター育成⽀援事業
マンガ、アニメーション、メディアアート等のメディア芸術分野における優
れた若⼿クリエイターを対象とした、専⾨家によるアドバイス、技術⽀
援、発表機会の提供等の⽀援プログラムを実施。〔委託事業〕
• ⽀援対象︓50件程度

アニメーション⼈材育成事業
産学が連携し、作品制作を通じたオン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT)の
ほか、デジタル⼈材の育成も含めたスキル向上のための教育プログラム
を対象者やレベル別（就業者・アニメ業界志願者、若⼿アニメーター・
中堅アニメーター等）に実施。それらの成果の体系化と共に、育成者
向けの教育⽤フォーマットの作成等を⾏う。〔委託事業〕

• ⽀援対象︓制作団体 4社程度 等



32

学校における⽂化芸術鑑賞・体験推進事業

現状・課題

事業内容

5,546百万円令和6年度予算額
）5,545百万円（前年度予算額

担当︓参事官（芸術⽂化担当）付

アウトプット（活動⽬標） 短期アウトカム（成果⽬標） ⻑期アウトカム（成果⽬標）

〈平成２９，３０年の学習指導要領改訂より〉
総則において、地域の博物館や美術館、劇場、⾳楽堂
等の施設の活⽤を 積極的に図り、鑑賞等の学習活動を
充実することが⽰されている。  
⾳楽では、児童⽣徒が地域の実態に応じて、学校内及
び公共施設などの学校外における⾳楽活動 のつながりを
意識できるようにすることが記載され、図画⼯作、美術で
は、美術館や博物館等との連携 についての記載の充実
が図られている。 

未来を担う⼦供たちに優れ
た⽂化芸術体験機会を提
供することによって、豊かな
⼈間性の涵養を図るととも
に、将来の⽂化芸術の担い
⼿や観客育成等に資する。

各家庭において、経済的な
格差や⽂化に対する意識
の差等により⽣じた⽂化芸
術体験格差の解消のため、
国内の⼩学校・中学校・特
別⽀援学校等を対象に実
施する。

⽂化芸術団体による公演
等が都市部に集中しないよ
う、過疎地や⼭村地域等に
ある学校に通う⼦供たちも
等しく⽂化芸術体験を享受
できるよう努める。

障害者芸術団体による学
校公演、障害のある⼦供た
ちや院内学級等の⼦供た
ちも鑑賞しやすい公演の提
供を充実させることによって、
共⽣社会の実現へ寄与す
る。

芸術系教科等を担当する
教員等に向けた研修の実
施や、新たに芸術教育に関
するモデル事業を実施する
ことで芸術教育の充実につ
なげる。

将来の⽂化芸術の
担い⼿や観客育成

⼩学校・中学校・
特別⽀援学校等を対

象
⽂化芸術体験 共⽣社会の実現 芸術教育の充実

① 学校巡回公演
「舞台芸術等総合⽀援事業」分

• 国が⼀流の⽂化芸術団体を選定し、⼩学校・中学校・特別⽀援学校等において実演芸術公演を実施。
• ⼭間、へき地、離島など、鑑賞機会に恵まれない地域に存する⼩学校・中学校・特別⽀援学校等において公演を実施。

件数︓1,876公演（予定）

② ユニバーサル公演
• ⼩学校、中学校、特別⽀援学校等において、障害者芸術団体による公演提供や、障害のある⼦供たちや院内学級等

の⼦供たちも鑑賞しやすい公演を体育館等で実施。表現の多様性や障害への理解を深めるための活動を⽀援。

件数︓200公演（予定）

③ 芸術家の派遣
• ⽇本芸術院会員含む個⼈⼜は少⼈数の芸術家が学校の体育館、講堂等で公演、講話、ワークショップ等を実施。
• 各都道府県の教育委員会と地域のNPO法⼈等が連携し、学校と芸術家をコーディネートし、体育館等で公演等を実施。

件数︓2,990公演（予定）

④ ⽂化施設等活⽤
• 地域の美術館、⾳楽ホール等の⽂化施設を会場とし、アーティストやエデュケーター等が協⼒することにより、複数校の⼦供

たちがより本格的に鑑賞・体験できる活動を実施。

件数︓110公演（予定）

⑤ コミュニケーション能⼒向上
• 芸術家による表現⼿法を⽤いた継続的なワークショップ等で、芸術家による実技披露に加え、児童・⽣徒が⼩集団で協

働して、創作や話合い等のプロセスを重視し、課題解決に取り組む活動を学校の教室等で実施。
• 地域のNPO法⼈等が学校と芸術家をコーディネートし、教室等で継続的なワークショップ等を実施。

件数︓200公演（予定）

芸術教育における芸術担当教員等研修
• ⼩・中・⾼等学校等において、芸術系⼤学等と連携し、芸術系教科等を担当する教員等向けに実演鑑賞なども含む実

践的な研修を⾏うことで、教員の資質・能⼒の向上を図り、芸術教育の充実につなげる。

①〜⑤の事業スキーム

⽂
化
庁 学

校

⽂
化
芸
術
団
体
等

①企画
申請・
採択

③⽂化庁がマッチングした団体による
公演等実施

②学校
募集・
申請・
採択 ⽂

化
庁

学
校

⽂
化
芸
術
団
体
等

②申請・
採択

①企画
作成

③公演等
実施

︵
事
務
局
︶

②のスキーム ※①は⽇本芸術⽂化振興会にて実施 ③、④、⑤ のスキーム

• 巡回公演事業 1,876公演
• ユニバーサル公演事業 200公演
• 芸術家の派遣事業 2,990公演
• ⽂化施設等活⽤事業 110公演
• コミュニケーション能⼒向上事業 200公演

１年間に、ホール・劇場、映画館、美術館・
博物館などで⽂化芸術を直接鑑賞したことが
ない⼦供の割合（⽂化に関する世論調査）
→ ⽬標 30％

豊かな創造⼒・想像⼒を養うとともに、思考⼒やコミュ
ニケーション能⼒など社会⼈としての素養を⾝につける
ことで、将来の芸術家や観客層を育成、優れた⽂化
芸術の創造につなげる

︵
事
務
局
︶
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■公費による⽀援の意義・⽬的の明確化
例︓芸術⽂化は「好きな⼈がやればいいこと」なのか、社会的意義は︖

⽂化財と異なり、国が保護する意義は乏しいのでは︖

■⾃律・⾃⾛を⽬指すべき部分と、公が⽀えるべき部分
例︓市場でやっていける芸術だけが「価値ある」ものか︖

コロナ禍における「Arts for the Future」の評価

■担い⼿不⾜（アーティスト育成と、マネジメントの役割の重要化）
例︓アーティストの育成はもとより、⽀える⼈材が重要ではないか︖

そのような⼈材を確保するには、どこにアプローチすればいいのか︖

※発表者作成

芸術⽂化の振興に関する課題



「⽂化芸術の⾃律的で持続的な発展に資する公的な⽀援の在り⽅について」概要（令和5年3⽉）

概要 ⽂化芸術団体の⾃律的・持続的な発展に資する⽀援の在り⽅、進め⽅を検討し、⽂化芸術の発展に資する施策を提⾔。

(2) ⽂化芸術（団体）の社会的価値、経済的価値が可視化されていない

現状の課題

改善の⽅向性

（1）⽂化芸術団体情報の集約化・可視化
〇 基礎的な情報の収集・分析による⽂化芸術団体情報の可視化
〇 補助⾦の⼿続きを情報システムで管理。基礎情報を集約化
〇 情報システムへの登録を補助⾦申請の要件とする
〇 財務諸表や労務状況を定点観測し、⽂化芸術団体や業界全体の運

営能⼒やコンプライアンス対応の把握・向上を図る
〇 ロジックモデル等により、⾃らの様々な価値を可視化

(1) ⽂化芸術団体の基礎的な情報が充分に収集・分析されていない

(4) ⽂化芸術団体への助成が団体発展のインセンティブとして不⼗分
(3) ⽂化芸術団体の運営への⽀援が不⼗分

〇 ⾃らのミッション・ビジョンを明確化し、事業計画や活動と結び付け、それら
を評価することが重要

〇 評価に活⽤できる標準的な情報システムについて検討
〇 社会的インパクトや運営に係る事項を評価項⽬に。⾃⼰改⾰を促進す

る仕組みを構築
〇 多様なステイクホルダーによる多⾓的な評価を⾏う⼿法を検討

（2）評価

〇 伴⾛者と対話しながら課題を抽出、団体⾃らが課題を解決していく⼿法
〇 伴⾛者は組織や事業の運営実務への知⾒を有する者／組織を想定
〇 他省庁とも連携して組織や⼈材の情報を蓄積・共有できる体制を確⽴
〇 令和5年度から伴⾛型⽀援を実証、実効性のある枠組を確⽴

（3）伴⾛型⽀援

（4）補助⾦の配分⽅法
〇 戦略的な補助⾦の配分⽅針や重点分野の設定を検討
〇 ⽂化庁と芸⽂振の⽬的の明確化に基づく役割分担
〇 補助⾦全体で配分率の調整
〇 マネジメントの視点から専⾨性をもって審査できる審査委員、委員選

定基準の⾒直しを検討
〇 組織基盤の強化、運営改善を⽀援する補助⾦の新設を検討
〇 芸⽂振が、⼈材育成やマッチングなどの⽀援機能を強化

経済的
価値

例︓公演がどれほど新
たな価値を提⽰している
か

例︓公演が⽣み出
した新たな価値がど
れほど社会に良い
影響を与えているか

例︓公演が⽣み
出した新たな価値
がどれほど収益をも
たらしているか

本質的
価値

社会的
価値

⾃律的・持続的発展に
向けて、⽂化芸術団体

に必要とされる価値

必要とされる
価値の拡⼤

⽂化芸術の⾃律性・持続性を⾼める⽀援
・可視化（統計） ・客観化（数値化） ・伴⾛型⽀援
・⼈材育成 ・調査研究 ・サポート体制・枠組の整備 等

従来重視され
てきた価値

例︓劇場公演

本報告書
の考え⽅

今後の予定
R5〜 「⽂化芸術の⾃律的運営促進事業」 にて伴⾛型⽀援等実証
R5〜 「舞台芸術等総合⽀援事業」のR6補助⾦への導⼊検討
R5〜 申請及び評価にかかる情報システム改修／導⼊の検討開始
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●補助⾦申請・評価情報のシステム化
●運営マネジメント専⾨家による⻑期的な運営の視点を含め

多⾓的・客観的評価の充実
●卓越した世界レベルでの “活動”⽀援及び⾃律的・持続的

発展に向け運営努⼒を図る“団体”⽀援の拡充、助成対象経費
の⾒直しと重点配分

●⽇本の伝統芸能の実演家団体への⽀援、地⽅創⽣・地域貢献
を志向する裾野団体への⽀援、全国各地の⽂化施設への⽀援
の在り⽅を検討

改善の⽅向性
●芸術団体への助成が団体発展のインセンティブとして不⼗分
●補助⾦執⾏側・芸術団体側双⽅の事務負担量が過⼤
●“活動”単位で「芸術性・創造性」「社会性」「運営」⾯を
芸術専⾨家がバランスよく評価することの困難
（⾼収益活動や外部資⾦集めなど、運営努⼒が評価されに
くい傾向）

●定例的な活動⽀援を含め、更なる改善が必要
●「分野、地域」等の特性を踏まえた設計が必要

WG報告書を踏まえた課題

「舞台芸術等総合⽀援事業」の⾒直しについて

⽂化審議会・⽂化経済部会WG報告書「⽂化芸術の⾃律的で持続的な発展に資する公的な⽀援の在り⽅について」

 団体の運営努⼒に対する評価

“活動単位”から団体としての運営・活
動を審査項⽬に加え、
団体としての健全な組織運営、⾃律
的・持続的な発展を促進
- 「団体専⾨委員会」の新設
- 企画内容の芸術性・創造性に加え、

団体の組織運営の透明性や適正性、
活動実績をより考慮した審査

- 統括団体からの応募については、分
野の統括・⽀援に係る観点を追加

R6募集以降における改善点

「総合⽀援事業」全体として申請⼿続
き・審査⽅法を⾒直し
- 募集時期・募集案内の統⼀、各種

様式の⾒直し
- 団体要件・対象分野の統⼀・整理
- 助成対象経費の⾒直し

 補助⾦申請・評価情報の統
⼀化

芸術性の⾼い新進団体の参⼊機会
の確保と、分野・地域等の
特性を踏まえた事業設計への⾒直し
- 若⼿実演家やスタッフ等を対象とし

た「ステップアップ事業」に
おける団体要件⾒直し

- より芸術性・創造性を⾼めるため、
助成対象に「当該分野の可能性を拡
⼤させる活動を含む」旨を明確化
- 舞台芸術デジタルアーカイブの推進

 新進団体登⽤や分野、地域
性等を踏まえた事業設計
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クリエイター・アーティスト⽀援と海外展開の戦略全体構想

芸術家等⼈材育成（舞台芸術）若⼿映画作家等育成

メディア芸術⼈材育成事業 新進芸術家の海外研修

我が国の⽂化芸術の芸術性・
創造性の向上

グローバルな評価形成

クリエイター等育成・⽂化施設
⾼付加価値化⽀援事業

（基⾦）

⽂化庁⼈材育成事業

外務省

経済産業省
連携

CBX（Cultural Business Transformation）
の観点から、⽂化庁が国内で育成⽀援した
海外で活躍が期待される若⼿クリエイター・
アーティストなどを戦略的に選抜。
世界で⾼い評価を得ることを⽬標とする。

グローバルに活躍する
⼈材の輩出

海外市場でのビジネス展開へ

「⼟壌」づくり

価値付け

＜事業の対象となる分野（イメージ）＞

優れた業績をあげた芸術家の顕彰
R5から芸術選奨の枠を拡充し、
メディア芸術などの受賞者増・プロモーション強化
（R4受賞枠30名→R5受賞枠48名）

映
画

分野横断的新領域
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○ 国内外で活躍が期待される国際コンクール受賞者や、若⼿演奏家、実演家、脚本家、
作曲・作詞家、プロデューサー等を起⽤し、世界的な活動実績を有する指導者等が若⼿
を現場で育成しながら海外公演等の海外展開を⾏うプロジェクトを⽀援。国内外の主要
な⾳楽祭や劇場等で活躍する⼈材を育成。

クリエイター等育成・⽂化施設⾼付加価値化⽀援事業

◆ クリエイター・アーティスト等育成⽀援

世界に誇る我が国のマンガ、アニメ、⾳楽、現代アート、伝統芸能等をはじめとする次代を担うクリエイター等による作品や公演の企画・交渉・制作・発表・海外展開まで
の⼀体的な活動を、５年程度の活動⽬的の下で、３年程度弾⼒的かつ継続的に⽀援。（３年・４５億）

〇 2023年3⽉、岸⽥総理は、「広い意味での⽇本の誇るべきクリエイターへの⽀援を検討」することを表明。クリエイター等の挑戦を後押しするためには、企画から制作、国内外での展
開まで⼀気通貫した⽀援が重要。

〇 新たな芸術の創造など我が国の芸術活動全体の活性化を促すとともに、コンテンツ産業の競争⼒強化に資するため、新たなビジネス展開も視野にクリエイター等を対象とした総合的
な⼈材育成⽀援を⾏う。

事業内容

●⽇本には１.２億⼈の市場があり、リスクを取って海外に打って出るインセンティブが⽣じにくいが、⼈⼝減少の中、このままでは⾼い成⻑潜在⼒を
持つコンテンツ市場の衰退の危機。

● 我が国の⽂化芸術の海外展開を視野に⼊れた若⼿クリエイターやアーティスト等の挑戦⽀援、育成体制を強化するとともに、国内活動拠点と
して博物館・美術館、劇場等の⽂化施設が新たな価値を付加できるよう機能強化し、若⼿クリエイター等を⽀える場として確⽴することが急務。

60億円令和5年度補正予算額

次代を担うクリエイター・アーティスト等を育成するとともに、その活躍・発信の場でもある⽂化施設の次世代型の機能強化を、独⽴⾏政法⼈⽇
本芸術⽂化振興会に設置する基⾦を活⽤して弾⼒的かつ複数年度にわたって⽀援する。

次代を担うクリエイター・アーティスト等の国内における活動・発信拠点となるべく⽂化施設における発信⼒の強化(デジタル・アーカイブ化含む）、新たな⾼い価値を⽂化
芸術活動に付加する取組について、５年程度の活動⽬的の下で、３年程度弾⼒的かつ継続的に⽀援。（３年・１５億）

◆ ⽂化施設による⾼付加価値化機能強化⽀援

（担当︓参事官（芸術⽂化担当）付、⽂化経済・国際課、企画調整課）

○ 創作⽀援プログラムで育成した若⼿クリエイター等を対象に、海外での活躍実績等があ
る専⾨家等が、海外展開に向けたアドバイス、ノウハウの共有等のサポートを実施し、海
外アートフェスティバル等へ出品･展⽰を⽀援。グローバルに活躍できる⼈材を育成。

【事業例】

【事業例】
○ クリエイター等の作品や関連資料等のデジタル・アーカイブ化 ○ デジタルコンテンツ活⽤やクリエイター等⾃⾝のパフォーマンス等による展覧会や公演含め施設の運営・機能強化
○ デジタルコンテンツ活⽤型やクリエイター等⾃⾝のパフォーマンス等によるグローバルな発信等の⽀援

○ 博物館・美術館、劇場等の⽂化施設について、グローバルに通⽤するクリエイター・アーティスト等の育成の⼀環として、当該クリエイター・アーティスト等の（国内における）活動
の拠点かつ活動に対して新たな⾼い価値を付加する拠点としての機能を形成することを推進する。

〇 また、こうしたクリエイター・アーティスト等が⽣み出す作品を含めて、施設が持つ価値（コンテンツ）をデジタル・アーカイブ化等も⾏いつつ、世界に強⼒に発信し、価値を⾼めると
ともに、そうした価値に受け⼿を惹きつけるための⽀援を⾏う。
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•海外のニーズを踏まえた新作・新制作・演出等における若⼿登⽤（実
演家、作曲家、脚本家、演出家、監督、プロデューサー等の育成）

•ターゲットを設定した交渉・プロモーション・分析（ネット含む）
（コーディネーター、スタッフ等海外との交渉担当者等の育成）

１海外のニーズを踏まえた展
開における若⼿育成

•世界的な⾳楽祭・芸術祭、映画祭・フェスや劇場・⾳楽堂、美術館・
博物館等との交渉による公演・展⽰活動の実現

•海外・国内の批評家、専⾨家等の招聘・派遣による⾼評価獲得（当
該分野の専⾨家・批評家、代表的なメディア等の招聘）

２世界的認知度が⾼い場
での展開・評価

•現地の⼈脈を⽣かしたプロモーション、要⼈等招聘 （外務省、国際
交流基⾦、JETRO等へ協⼒依頼。現地の邦⼈・企業関係者ネット
ワークの活⽤）

•ショーケース・ワークショップ等に⽂化担当関係者（在外・在京⼤使館・
記者等）などを通じた事業提携・⼈材交流・拠点形成などへ

３戦略的な海外展開

ネットワーク形成

・⼈脈づくり

海外展開の⽅向性 クリエイター等育成・⽂化施設⾼付加価値化⽀援事業

 次代を担うクリエイター・アーティスト等を育成するとともに、その活躍・発信の場でもある⽂化施設の次世
代型の機能強化を、独⽴⾏政法⼈⽇本芸術⽂化振興会に設置する基⾦を活⽤して弾⼒的かつ複数年
度にわたって⽀援。（令和５年度補正予算 ３年・60億円）

 また、今後、⾻太の⽅針2024を踏まえ、⼀貫的で強⼒な⽀援を⾏うため、⽂部科学省及び経済産業省
の関連する施策をクリエイター⽀援基⾦に統合。



取引等の適正化とDX時代への対応に向けた取組

課題

 ガイドライン等の周知・普及や、「⽂化芸術活動に関する法律相談窓
⼝」の体制強化、尊厳ある創造環境向上のため⽂化芸術団体の役割・
機能等について有識者会議で検討

 令和５年改正著作権法（著作物等の適法・円滑な利⽤に向けた新た
な裁定制度の創設等）の円滑かつ確実な実施

 AIと著作権について、現時点における著作権法の考え⽅について、分か
りやすい形での周知・啓発をするとともに、関係当事者間の理解促進に
向けてコミュニケーションの場を設ける

取引等の適正化とDX時代への対応

 クリエイター等は、構造的に発注者との関係において弱い⽴場に置かれ、事前に業務内容や報酬
額、⽀払時期などが⼗分に明⽰されないまま不利な条件で業務に従事せざるを得ないことがある。
また、芸術家等の活動を⽀える⽂化芸術団体の役割・機能が重要。

 インターネット上には利⽤の可否や著作権者の情報が明らかでない著作物等が多く存在している
ところ、これら著作物等の利⽤円滑化と著作権等の適切な保護を図る必要。

 AIと著作権の関係について、クリエイターと事業者の双⽅にAIの利活⽤に係る著作権侵害リスク
についての懸念が存在。
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⽂化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ) ポイント

○ これまで業務内容や報酬等が⼗分に明⽰されずに、芸術家等が不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない状況や、コロナ
禍において契約書等がないために報酬額や活動機会の減少を証明できず、国の⽀援を受ける上で⼤きな⽀障も⽣じている

Ⅱ ⽂化芸術分野における契約上の課題

Ⅲ 課題を踏まえた改善の⽅向性

Ⅰ はじめに

○ 関係者間の信頼関係や従来の慣習等により、⼝頭による契約が多い
○ 分野、職種、案件により、業務内容や契約期間が異なるなど契約が多様であり、契約書作成に係る事務負担が⼤きい
○ 業務内容が創作過程で変わることもあるため、契約時に業務内容や業務量を正確に⾒積もることが困難 等

取引の適正化の促進

契約内容明確化のための契約の書⾯化 〇 書⾯の形は契約書以外にも様々であるが、メール等を含め記録に残すことが重要

○ 報酬や取引条件について、芸術家等が協議・交渉しやすい環境を整備していくことが必要

令和4年7⽉27⽇ ⽂化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議

Ⅳ 取引の適正化の促進等の観点から契約において明確にすべき事項等
（１）業務内容

（２）報酬等
（３）不可抗⼒によ

る中⽌・延期

○ 具体的な業務や期間等を可能な限り明確に、できない場合は理由や予定期⽇を記載

○ 業務内容や専⾨性等に応じた適正な⾦額となるよう双⽅で⼗分に協議、諸経費も明確に

○ 契約段階において⼗分に協議、事後的に協議する場合は業務の履⾏割合等を勘案し決定

（４）安全・衛⽣

（５）権利

（６）内容変更

○ 発注者は受注者の安全に配慮、事故・ハラスメント防⽌のため責任体制を確⽴

○ 許諾の場合の利⽤範囲や譲渡の範囲など取扱いを明確に、対価の決定時に⼗分考慮

○ 変更内容も書⾯により明確に、変更による負担の増減等を勘案して報酬等に反映
○ スタッフの制作や技術等、実演家の出演に関する業務委託契約を対象として、契約書のひな型例及び解説を作成

Ⅴ 適正な契約関係の構築に向けた実効性確保のための⽅策
○ 官⺠⼀体となって、中⻑期的に継続して取り組む必要 41
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事業実施件数

芸術家等の活動基盤強化

現状・課題

有識者会議での議論を経て令和4年7⽉に公表した「⽂化芸術分野の適正な契約関
係構築に向けたガイドライン（検討のまとめ）」を踏まえた適正な契約関係構築に向け
た取組のほか、芸術家等の活動環境改善に向け、必要な取組を実施。

 芸術家等の持続可能な活動や安定的な運営に資するモデル事業の実施
＜令和3年度〜＞24百万円（28百万円）

安⼼・安全な環境で芸術活動が⾏えるよう、令和5年度は「⽂化芸術活動に関
する法律相談窓⼝」を開設し、契約や活動に関係して⽣じる疑問やトラブルについ
て弁護⼠が無料で相談対応等を実施。

事業内容

70百万円令和6年度予算額（案）

）81百万円（前年度予算額

令和3年〜令和7年（予定）事業実施期間

 ハラスメント防⽌対策への⽀援＜令和5年度〜＞16百万円（16百万円）
作品や公演単位で実施するハラスメント防⽌対策に必要な経費を⽀援。

⽂化芸術活動を⾏う団体交付先75箇所×上限20万円件数・単価

担当︓⽂化経済・国際課

アウトプット（活動⽬標） 短期アウトカム（成果⽬標）

6年度5年度(見込)

3件4件委託事業数

75箇所75箇所補助事業数

⻑期アウトカム（成果⽬標）

芸術家等を対象としたアンケート調査で、
「事業環境改善を実感する」の割合

令和3年度 20% →令和7年度 50%

 芸術家等実務研修会等の実施＜令和4年度〜＞30百万円（37百万円）
芸術家等及びその発注者の⽴場になる者が、適正な契約関係構築等のために
必要な知識を⾝に付けられるよう、研修⽤教材を開発し、研修会等を実施。

⺠間団体交付先2件×約1500万円件数・単価

相談窓⼝利⽤者の満⾜度80％以上
実務研修会受講者の理解度90％以上
ハラスメント防⽌対策が講じられた活動場所において、
安⼼して活動に取り組めた割合80%以上

⺠間団体交付先1件×約2400万円件数・単価

⽂化芸術の担い⼿は⼩規模な団体やフリーランス等で活動する者が多く、⽴場の弱さや不安定さに
起因して不利益が⽣じたり、活動継続が困難になったりするなどの課題が存在。
我が国の⽂化芸術の持続的な振興を図るためには、その担い⼿である芸術家等が持続可能な形で
活動を継続できるよう、活動環境を改善し、芸術家等の活動基盤を強化することが必要。
○経済財政運営と改⾰の基本⽅針2023

⽂化芸術と経済の好循環による活動基盤強化と持続的発展を加速し、⼼豊かで多様性と活⼒のある⽂化芸術
⽴国を実現する。（中略）世界のコンテンツ産業の成⻑を睨み、広い意味でのクリエイターの⽀援を進めていく。

⽂化芸術の持続的な発展のための基盤強化

74%
67%

54%
51%

依頼時に報酬等の…

不利な条件での仕…

支払い遅延・未払…

業務内容の一方的…

●依頼者や発注者との関係（令和3年度⽂化庁調
査）

令和4年度芸術家等実務研修会の様⼦ 令和4年度芸術家等実務研修会 教材⼀
覧

令和5年度補正予算額 69百万円



博物館の活性化と⽂化観光
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⽂化資源の保存・活⽤⽂化資源の保存・活⽤

魅⼒向上・来訪者の増加魅⼒向上・来訪者の増加

地域経済の活性化地域経済の活性化
地域における⽂化観光拠点施設
を中核とした⽂化観光の推進

⼈の往来・消費活動の
拡⼤

地域ブランドの向上
企業等からの寄付

保存、修復、防災
体系的収集・調査研究によ

る価値の顕在化・発信
専⾨⼈材の確保・育成

コレクションの充実・魅⼒向上
観覧者⽬線での分かりやすい展⽰、多⾔語化、

国内外への積極的発信
地域における⽂化観光推進事業者との連携
地域ぐるみの交通アクセスなど利便性向上

⽂化資源の価値の顕在化・発信
来訪者の増加、経済効果

⽂化

経済 観光⽂化・観光・経済の好循環

文化・観光・経済の好循環

〜 ⽂化観光とは 〜
有形⼜は無形の⽂化的所産その他の⽂化に関す

る資源の観覧、⽂化資源に関する体験活動その他
の活動を通じて⽂化についての理解を深めること
を⽬的とする観光をいう。（法第⼆条）
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■博物館は「教育機関」か、「観光施設」か︖
※⼆項対⽴にならない歩み寄りは必要。しかし関係者の合意形成⼿段は︖
例︓「稼ぐ博物館」はムリなスローガンであって、間違っているのか︖

学芸員は、研究者なのか、教育者なのか︖ あるいはサービス提供者なのか︖
（専⾨性に基づく⾃認と他からの要求ギャップが⽣じていないか︖）

■博物館が「社会に必要とされる」存在となるには︖
例︓学び直しの拠点としての「⼤学」との対⽐で⾒えるものはないか︖

■国⽴博物館・公⽴博物館・私⽴博物館の共存と役割分担は︖
※博物館に限らず、公的施設の存在理由が今⽇問われていないか︖

※発表者作成

博物館に関する施策の課題



・市町村⼜は都道府県が単独で⼜は共
同して組織する協議会において、⽂化
観光拠点施設を中核とした地域におけ
る⽂化観光の総合的かつ⼀体的な推
進に関する計画（地域計画）を作成
し、主務⼤⾂の認定を申請。

法律上の特例措置
・共通乗⾞船券、道路運送法、海上運送法に関する特例措置
・⽂化財の登録の提案に関する特例措置
・国・地⽅公共団体・国⽴博物館等による助⾔、
・（独）国際観光振興機構（JNTO）による海外宣伝
・国等所有の⽂化資源の⽂化観光拠点施設での公開への協⼒等

予算上の措置
○⽂化観光拠点施設を中核とした地域における⽂化観光推進事業

・令和６年度予算額︓1,750百万円
・積算件数︓50件程度
・補助率︓予算の範囲内で補助対象経費の２／３
・国の認定を受けた事業に係る地⽅負担分は特別交付税措置

（各計画において⾏われる事業のイメージ）
①⽂化資源の魅⼒増進
・地域の⽂化資源の調査研究 ・鑑賞しやすい展⽰改修
・デジタル・アーカイブ化及び活⽤ ・専⾨⼈材確保
②理解を深めるのに資する取組
・展⽰品のわかりやすい解説及び多⾔語化
・情報通信技術の活⽤ ・ガイドツアー及び体験プログラムの実施
③利便の増進
・地域内の周遊バス借上 ・キャッシュレス、Wi-Fi整備
・バリアフリー整備（スロープ等）
④物品の販売提供、他施設との連携
⑤国内外への宣伝

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の概要

趣 旨
⽂化・観光の振興、地域の活性化には、⽂化についての理解を深める機会の拡⼤及びこれによる国内外からの観光旅客の来訪促進が重要。

⽂化観光拠点施設を中核とした地域における⽂化観光を推進するため、主務⼤⾂（⽂部科学⼤⾂・国⼟交通⼤⾂）による基本⽅針の策定、拠点計
画・地域計画の認定、これらの計画に基づく事業に対する特別の措置等を講ずる。

申請 認定

主務⼤⾂ 基本⽅針
申請 認定

共同
⾃
治
体

協
議
会
を
組
織

協議会

⾃治体への
意⾒聴取

①拠点計画

・⽂化資源保存活⽤施設の設置
者は、⽂化観光推進事業者と共
同して⽂化観光拠点施設として
の機能強化に関する計画（拠
点計画）を作成し、主務⼤⾂の
認定を申請。

⽂
化
資
源

保
存
活
⽤
施
設

⽂
化
観
光

推
進
事
業
者

⾃
治
体

⾃
治
体

⽂
化
観
光

推
進
事
業
者

⽂
化
資
源

保
存
活
⽤
施
設

②地域計画

⽂化資源保存活⽤施設︓博物館、美術館、社寺、城郭等
⽂化観光推進事業者︓ 観光地域づくり法⼈（ＤMO）、観光協会、旅⾏会社等
⽂化観光拠点施設︓⽂化資源保存活⽤施設が、⽂化観光推進事業者と連携し、

⽂化についての理解を深めるための解説紹介を⾏う施設

※令和２年５⽉１⽇施⾏

法のスキーム 認定による国等の支援
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（⽂化観光拠点施設を中核とした地域における⽂化観光推進事業）

現状・課題

事業内容

令和2年度〜事業実施期間

担当︓⽂化庁参事官（⽂化拠点担当）

⽂化観光推進事業者と連携して補助
対象事業を実施する事業者数

アウトプット（活動⽬標） 短期アウトカム（成果⽬標）
認定計画で設定した国内来訪者数の
目標を達成した計画数の割合

令和2年度 63% → 令和6年度 80%
（達成度78.8%）

令和6年度令和5年度令和4年度

60程度50程度45

⻑期アウトカム（成果⽬標）

⽂化の振興、観光の振興、地域の活性化の好循環の実現にあたっては、⽂化についての理解を深める機会の拡⼤及び国内外からの観光旅客の来訪促進が重要。
⽂化観光拠点施設を中核とした地域における⽂化観光を推進するため、⽂化観光推進法に基づき主務⼤⾂により認定された計画に基づく事業等に対して⽀援を⾏う。

①⽂化観光拠点としての機能強化に資する事業に対する⽀援
②地域における⽂化観光の総合的かつ⼀体的な推進に資する事業

に対する⽀援 16.0億円

⽂化観光拠点施設を中核とした地域における⽂化観光を推進するため、
⽂化観光推進法に基づき主務⼤⾂により認定された計画に基づく事業に
対して⽀援を⾏う。（補助率2/3以内）
※60箇所程度

③計画の推進等のための⽀援 1.3億円

専⾨家の派遣、好事例の収集・分析、取組事例の横展開のための
セミナー等を実施。（委託）

拠点計画（⽂化観光拠点施設）において実施する事業のイメー
ジ

●物品の販売提供、
他施設との連携

●理解を深めるのに資する取組
・展示品の分かりやすい解説及び多言語化
・情報通信技術の活用
・ガイドツアー及び体験プログラムの実施

●⽂化資源の魅⼒増進
・⽂化資源の調査研究
・鑑賞しやすい展⽰改修
・デジタルアーカイブ化及び活⽤
・専⾨⼈材確保

●利便の増進
・地域内の周遊バス借り上げ
・キャッシュレス、Wi-Fi整備
・バリアフリー整備（スロープ等）
・夜間・早朝開館による開館時間延長

●⽂化施設と事業者の連携

HOTEL

文化施設

文化施設

文化資源

文化施設

文化資源

文化資源

●国内外への宣伝
・ウェブ等での発信
・JNTOとの連携

地域計画において実施する事業のイメー
ジ

背景情報も含めて
多言語で解説

トイレの洋式化

Wi-

Fi

キャッシュレス決裁

・地域の文化資源の調査研究
・地域内の複数の文化施設や
文化資源を連携させた誘客
イベント等の企画

●総合的な⽂化資源の魅⼒向上

・共通乗車船券の発行
・多言語案内、キャッシュレス
Wi-Fi整備

●利便の増進

多言語ガイド

駅・空港・港

●国内外への宣伝
・ウェブ等での発信
・JNTOとの連携

・商店街との共同イベント
・作品のまちなか展示
・特産品の開発

認定計画で設定した来訪者満足度の
目標を達成した計画数の割合

令和2年度 64.7% → 令和6年度 80%
（達成度80.9%）

国
①②補助（2/3以内）

⺠間事業者等
③委託

計画認定事業者

令和6年度予算額 1,750百万円
(前年度予算額 1,917百万円）

⽂化拠点機能強化・⽂化観光推進プラン



「⽇本遺産（Japan Heritage）」について

Ｒ２R1Ｈ３０Ｈ２９Ｈ２８Ｈ２７年 度

104件
（47都道府県）

＜21件＞

83件（46道府県）
＜16件＞

67件（43道府県）
＜13件）

54件（40府県）
＜17件＞

37件（33府県）
＜19件＞

18件（24府県）
＜１８件＞

認定総数

※＜＞内は各年度ごとの認定数

〇 地域の歴史的魅⼒や特⾊を通じて我が国の⽂化・伝統を語るストーリーを「⽇本遺産（Japan Heritage）」として認定。ストー
リーを語る上で不可⽋な魅⼒ある有形・無形の⽂化財群を地域が主体となって総合的に整備・活⽤し、国内外に戦略的に発信す
ることにより、地域の活性化・観光振興を図ることを⽬的とする。

〇 ⽇本遺産については、2020年度までに100件程度の認定を⽬指し、2020年6⽉の認定をもって104件。
認定件数は当⾯の間、100件程度とするこれまでの認定⽅針を堅持することとなっている。

〇 令和3年度より、新たに「候補地域」、「総括評価・継続審査」の仕組みを導⼊。⽇本遺産全体の底上げ、
ブランド⼒の強化を図っている。

⽇本遺産（Japan Heritage）

概要
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⽇本遺産活性化推進事業

地域の歴史的魅⼒や特⾊を通じて我が国の⽂化・伝統を語るス
トーリーを「⽇本遺産（Japan Heritage）」として認定。
⽇本遺産については、令和２年６⽉の認定をもって104件。認
定件数は当⾯の間、100件程度とするこれまでの認定⽅針を堅
持。
令和3年度より、「候補地域」、「総括評価」の仕組みを導⼊。
「⽇本遺産」全体の底上げ、ブランド⼒の維持、強化を図っている。

現状・課題

【地域⽂化財総合活⽤推進事業】
 ⽇本遺産魅⼒増進事業 2.4億円
有識者委員会でとりまとめられた⽇本遺産の課題や改善事項を踏まえた事業例に
基づき、地域への経済波及を踏まえた戦略⽴案、受⼊体制の構築など総合的に
取り組み、⽇本遺産による地⽅創⽣のモデル地域の構築・横展開を図る。

事業内容

678百万円令和6年度予算額
）678百万円（前年度予算額

協議会、DMO等交付先1,500万円×11箇所件数・単価

 ⽇本遺産魅⼒発信事業 1.3億円
認定地域における情報発信について、専⾨家によるブランディング戦略、広報活動
ツールの作成、⺠間事業者とのコーディネート等、⽇本遺産を活⽤した情報発信モ
デルを構築するとともに、多様な媒体を活⽤し、⽇本遺産全体の広報・PRを⾏う。

協議会、DMO等交付先600万円×5箇所件数・単価

担当︓参事官（⽂化拠点担当）

⽇本遺産を活⽤した魅⼒向上に資する
事業実施地域数
（年間15地域）

アウトプット（活動⽬標） 短期アウトカム（成果⽬標）
⽇本遺産を理解している⼈の割合
（認知数/回答数）
→令和７年度 50％

⻑期アウトカム（成果⽬標）
各⽇本遺産認定地域における観光⼊込客数の⽬標
を達成した地域の割合
（達成地域数/認定地域数）
令和３年度 11.6%
→⽬標値 80%

 ⽇本遺産ブランド⼒向上事業 2.3億円
JNTOと連携した海外プロモーションの強化による⽇本⽂化の発信・誘客促進、⽇
本遺産ポータルサイト運営、⽇本遺産の⽇(２⽉13⽇)をはじめとした普及啓発イ
ベントの開催、ツーリズムEXPOへの出展等による認知度・ブランド⼒の向上を図る。

【⽇本遺産魅⼒向上事業】
 地域⽂化財総合活⽤推進事業（⽇本遺産等） 0.3億円
地域が、⽂化・伝統語るストーリー等を活⽤して、地域活性化や観光振興を推進
する基盤的な取組に対して⽀援を実施。
・⼈材育成事業 : 観光ガイドやボランティア解説員の育成等
・普及啓発事業 : ワークショップ、シンポジウム、PRイベント等の開催等
・調査研究事業 : 旅⾏者（訪問予定者）の嗜好性調査等

候補地域交付先1,000万円×３箇所件数・単価

 ⽇本遺産ゲートウェイ機能強化事業 0.3億円
地域の⽂化財を展⽰・活⽤する⽇本遺産センター・博物館等において、ストーリー
理解を促し、地域のゲートウェイとして、展⽰改善、ワークショップ・体験事業の実施、
地域を周遊するための案内に係る整備等を⽀援。

協議会、博物館等交付先1,000万円×3箇所
（補助率1/2）

件数・単価

⽇本遺産とは

忍びの⾥ 伊賀・甲賀
－リアル忍者を求めてー

森林鉄道から⽇本⼀のゆずロード
へ
─ゆずが⾹り彩る南国⼟佐・中芸
地域の景観と⾷⽂化─



お問い合わせ先： 電話：03-5253-4111（代表） 担当： 日本遺産（内線：4909） 世界文化遺産（内線：4762） ユネスコ無形文化遺産（内線：4698）

⽂化遺産観光拠点充実事業 令和６年度予算額 520百万円
（前年度予算額 500百万円）

事業目的・背景・課題

事業内容

事業スキーム

〇 ⽇本各地に根付く歴史・⽂化の体験・体感を通じ、訪⽇旅⾏客に⽇本⽂化への理解を促進していくことが、我が国⽂
化の魅⼒度の向上並びにインバウンドの質の向上のために極めて重要。

〇 ⼀⽅、訪⽇旅⾏客の受⼊体制の整備が⼗分ではなく、各地域が有する固有の⽂化的な魅⼒を⼗分に伝えられない状況。
〇 このため、「⽇本遺産」や「世界⽂化遺産」など、訪⽇旅⾏客が多く⾒込まれる地域において、⽂化財の魅⼒向上に
つながる⼀体的な整備等を⾏うことにより、⽂化財を活⽤した観光拠点としての更なる磨き上げを図る。

・ 事業形態︓直轄補助事業 （補助率 1/2（事業者の財政状況等により最⼤2/3まで嵩上げ）
・ 補助対象︓①地⽅公共団体、協議会等 ②⽇本遺産（候補地域を含む）の構成⽂化財の所有者等
・ 事業期間︓令和６年度〜

事業イメージ

拠点施設における機能強化

彩⾊の剥離・剥落した部
分

の補筆、漆塗部分の漆が
け

休憩所兼トイレの整備

ストーリーの解説のため
の多⾔語Webページの整

備

① 活⽤環境整備事業（⽇本遺産、世界⽂化遺産、ユネスコ無形⽂化遺産等）
・ ⽇本遺産（候補地域を含む）の構成⽂化財や世界⽂化遺産の構成資産、

ユネスコ無形⽂化遺産の構成要素のガイダンス施設、便益施設（トイレ・
休憩所等）、案内・解説設備等の整備

・ ⽇本遺産（候補地域を含む）の構成⽂化財等の歴史的建築物の活⽤促進
整備（宿泊施設や体験施設等への改修・撤去）、拠点施設の機能強化

・ ⽇本遺産ストーリーの体験の磨き上げ（Web・映像資料の作成及び
多⾔語化等）

② 構成⽂化財魅⼒向上事業（⽇本遺産）
・ ⽇本遺産（候補地域を含む）の構成⽂化財である建造物や美術⼯芸品

を対象に、その外観等を健全で美しい状態に回復するための⼯事や、
カビの除去、剥落⽌め等の応急的・緊急的な処置等を実施
※ ①、➁ともに「⾼付加価値化された⽂化財への改修・整備促進事業費」及び

「国宝重要⽂化財等保存・活⽤事業費」に係るものを除く。

（16百万円×50件）
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